
千葉市公告第１２１号  

 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７０条第１項の規定による

建築協定認可申請書の提出がありましたので、同法第７１条の規定により

公告するとともに、次のとおり関係人の縦覧に供します。  

 

令和５年２月６日  

                   千葉市長 神 谷 俊 一  

 

 

１ 縦覧に供する文書  

  東千葉住宅自治会地区建築協定について 

（協定区域の地名地番：千葉市中央区東千葉１丁目４３０－１７、４３

０－１９、４３０－２３、４３０－３１、４３０－３２、４３０－５

１、４３０－５２、４３０－６０、４３０－６１、４３０－６２、４

３０－６５、４３０－６７、４３０－６８、４３０－６９、４４１－

１０、４４１－１７、４４１－２４、４４１－２５、４４１－２７、

４４１－３１、４４１－３７、４４１－３９、４４１－４０、４４９

－４、４４９－５、４４９－８、４４９－１１、４４９－１２、４４

９－１３、４４９－１４、４４９－１５、４４９－１６、４４９－１

７、４４９－１８、４４９－２０、４４９－２１、４４９－２２、４

４９－２５、４４９－３０、４４９－３４、４４９－３９、４４９－

４３、４４９－４４、４４９－４５、４４９－４６、４４９－４９、

４４９－５０、３丁目６５９－９、６５９－１１、６５９－１３、６

５９－１５、６５９－１６、６５９－１８、６５９－１９、６５９－

２２、６５９－２３、６５９－２４、６５９－２６、６５９－２７、

６５９－３１、６５９－３７、６５９－４０、６５９－４２、６５９

－４５、６５９－４６、６５９－４７、６５９－４８、６５９－４９、

６５９－５１、６５９－５３、６５９－５９、６５９－６０、６５９

－６１、６５９－６２、６５９－６３、６５９－６６、６５９－６９、

６５９－７２、６５９－７３、６５９－７８、６５９－７９、６５９

－８１、６５９－８２、６５９－８３、６５９－８４、６５９－１１

７、６５９－１１８、６５９－１２１、６５９－１２４、６９８－６、

６９８－８、６９８－１７、６９８－１８、６９８－２６、６９８－

２８、６９８－３２、６９８－４６、６９８－４８、６９８－４９、

６９８－５２） 

 

２ 縦覧期間  

  令和５年２月６日（月）から令和５年３月６日（月）まで。 

  ただし、土曜日、日曜日及び休日を除く。  



３ 縦覧場所  

  千葉市都市局建築部建築指導課  

  （千葉市中央区千葉港２番１号千葉中央コミュニティセンター３階）  


